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各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課 
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 専 修 学 校 主 管 課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
附 属 学 校 を 置 く 各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 

認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

文部科学省総合教育政策局教育改革・国際課 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた水際対策の強化について 

 

新型コロナウイルスに対する我が国の水際対策の強化等について、「海外への修学旅行及

び研修旅行について（第２報）」（令和２年３月 24日事務連絡）等で既に累次にわたり御連

絡しているところですが、昨日開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、別

添のとおり、水際対策強化に係る新たな措置が示されました。 

今般の措置により、海外から日本に渡航しようとする外国人については、４月３日０時以

降、出入国管理法の入国拒否（別添中の１）もしくは査証制限等（別添中の４）のいずれか

の対象となります（新規渡日者ではなく、既に本邦に上陸し在留資格が認められている者の

うち、再入国許可（みなし再入国許可を含む）を得て出国している者の場合は、査証制限等

の対象にはなりません。ただし、別添中の１に該当する地域を出発、経由した場合は、入国

拒否対象となり入国できません）。このため、世界のどの国からであっても、当分の間、外

国人の日本への入国が基本的に困難になると考えられます。 

これを踏まえ、管下の学校が、外国人留学生等の日本への招聘や、一時帰国中の外国人留

学生の日本への再入国を計画している場合は、当分の間、それらが困難になる点につき御了

【重要】 

 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた水際対策の強化により、外国人留学生等の日本

への招聘や、一時帰国中の外国人留学生の再入国が困難になる点について、以下のとおり

お知らせしますので、関係各位におかれては御一読をお願いいたします。 



知いただくとともに、計画の見直しを含め、十分に御検討をいただくようお願いします。 

上記につきまして、市区町村教育委員会及び所管又は所轄の学校（専修学校・各種学校を

含む。）に対し、周知願います。 

 

 

（別添） 水際対策強化に係る新たな措置（令和２年４月１日 第 25 回新型コロナウイル

ス感染症対策本部資料） 

 

（参考１） 法務省ホームページ 

「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」 

  http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html 

 

（参考２） 厚生労働省ホームページ 

「水際対策の抜本的強化に関するＱ＆Ａ」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanre

nkigyou_00001.html 

 

（参考３） 外務省「海外安全ホームページ」 

 https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

 

【本件担当】 

文部科学省 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

＜小・中・高等学校等について＞ 

総合教育政策局教育改革・国際課 国際理解教育係 

TEL：03-5253-4111（内線 3487,2637） 

 

＜専修学校・各種学校について＞ 

総合教育政策局生涯学習推進課  

専修学校教育振興室専修学校第一係 

TEL：03-5253-4111（内線 2915,2939） 
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（別 添）



 

 

 

 
 


